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令和元年第1回市議会定例会提出予定議案
問　総務課☎内線1011

　　財政課☎内線1221

　
令
和
元
年
第
１
回
市
議
会
定
例
会
が
、
６
月
17
日
か
ら
７
月
１
日

（
会
期
15
日
間
）ま
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
の
定
例
会
に
提
出
す
る
条
例

の
改
正（
案
）の
概
要
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
議
案
第
６
号
か
ら
議
案
第
18

号
ま
で
は
、
令
和
元
年
10
月

１
日
か
ら
消
費
税
率
が
10
％

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
使
用
料
等
の
額
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
６
号

　�

牛
久
市
自
転
車
駐
車
場
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

��

担
当
／
都
市
計
画
課

◆
議
案
第
７
号

　�

牛
久
市
放
置
自
転
車
等
防
止

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

�

担
当
／
都
市
計
画
課

◆
議
案
第
８
号

　�

牛
久
市
議
会
議
員
及
び
市
長
の

選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自

動
車
の
使
用
及
び
選
挙
運
動
用

ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
費
負
担

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

�

担
当
／
総
務
課

�

◆
議
案
第
９
号

　�

牛
久
市
リ
フ
レ
プ
ラ
ザ
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

�

担
当
／
生
涯
学
習
課

◆
議
案
第
10
号

　�

牛
久
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

��

担
当
／
生
涯
学
習
課

◆
議
案
第
11
号

　�
牛
久
市
運
動
広
場
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

��

担
当
／
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課

◆
議
案
第
12
号

　�

牛
久
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
��

担
当
／
社
会
福
祉
課

◆
議
案
第
13
号

　�

牛
久
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び

再
生
利
用
の
促
進
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

��

担
当
／
廃
棄
物
対
策
課

◆
議
案
第
14
号

　�

牛
久
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

��

担
当
／
廃
棄
物
対
策
課

◆
議
案
第
15
号

　�

牛
久
市
道
路
占
用
料
徴
収
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て��担

当
／
道
路
整
備
課

◆
議
案
第
16
号

　�

牛
久
市
駐
車
場
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

��

担
当
／
都
市
計
画
課

◆
議
案
第
17
号

　�

牛
久
市
公
園
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

��

担
当
／
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課

◆
議
案
第
18
号

　�

牛
久
市
下
水
道
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

��

担
当
／
下
水
道
課

◆
議
案
第
19
号

　�

牛
久
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

��

担
当
／
税
務
課

　�

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、

個
人
の
市
民
税
に
お
け
る
非

課
税
措
置
の
創
設
、
軽
自
動

車
税
の
グ
リ
ー
ン
化
特
例
の

改
正
及
び
軽
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
の
税
率
の
改
正
並

び
に
引
用
条
項
及
び
文
言
の

整
理
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
20
号

　�

牛
久
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

��

担
当
／
医
療
年
金
課

　�

高
齢
者
の
医
療
費
の
増
加
に

伴
う
保
険
税
の
負
担
に
係
る

公
平
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、

基
礎
課
税
分
の
賦
課
限
度
額

を
３
万
円
引
き
上
げ
る
と
と

も
に
、
軽
減
判
定
所
得
の
基

準
を
引
き
上
げ
、
低
所
得
者

に
対
す
る
保
険
税
軽
減
措
置

の
拡
充
を
図
る
た
め
改
正
す

る
も
の
で
す
。

◆
議
案
第
21
号

　�

牛
久
市
介
護
保
険
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

��

担
当
／
高
齢
福
祉
課

　�

介
護
保
険
法
施
行
令
の
改
正

に
よ
り
、
65
歳
以
上
の
第
１

号
被
保
険
者
の
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
う
ち
、
特
に
所
得

の
低
い
、
第
１
所
得
段
階
か

ら
第
３
所
得
段
階
ま
で
を
対

象
と
し
、
介
護
保
険
料
の
軽

減
措
置
を
実
施
す
る
た
め
改

正
す
る
も
の
で
す
。

�

６
月
補
正
予
算
案

一
般
会
計
補
正
予
算

　
現
在
の
歳
入
歳
出
予
算
額
に

４
５
８
０
万
４
千
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
を
３
０
５
億
１
１
５

１
万
３
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
総
務
費
】

◆
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
そ
の
周
辺

機
器
を
管
理
す
る

１
３
２
８
万
４
千
円【
増
額
計
上
】

・
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に

伴
う
シ
ス
テ
ム
改
修
費
の
増
額
。

【
民
生
費
】

◆
幼
児
教
育
・
保
育
を
無
償
化

す
る１

１
１
０
万
円【
新
規
計
上
】

・
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に

伴
う
事
務
の
委
託
費
等
の
計
上
。

公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算

　
下
水
道
事
業
費
の
増
額
を
行

う
も
の
で
、
現
在
の
歳
入
歳
出

予
算
額
に
７
６
５
３
万
円
を
追

加
し
、
予
算
総
額
を
22
億
６
８

５
３
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算

　
歳
入
に
お
け
る
介
護
保
険
料

と
一
般
会
計
繰
入
金
の
組
み
換

え
を
行
う
も
の
で
あ
り
、現
在
の

歳
入
歳
出
予
算
額
50
億
９
１
０

０
万
円
に
増
減
は
あ
り
ま
せ
ん
。

条
例
の
改
正
案

※
議
案
に
つ
い
て
は
、
追
加

ま
た
は
変
更
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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